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大熊町町制施行 70周年記念誌作成業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

大熊町は、平成 23年 3月の東日本大震災に伴う原子力発電所事故により、約 8年にわた

る全町避難を経験した。長期にわたる避難や復興に伴う事業により、人と土地の両面で変化

の著しい当町において、「ふるさと大熊の記憶の継承」は取り組むべき課題として、「大熊町

第 3次復興計画」（令和 5年 12月策定）にも挙げられている。 

本事業は、昭和 30～50年代の「公民館報」に掲載されている記事を軸に、当時を知る町

民の証言を交えて冊子に編集し、ふるさとの記録として残すとともに、令和 6年 11月 1日

に迎える町制施行 70年の記念として、町民や関係者に配布するものである。 

 

2 業務概要 

（1）委託業務名 大熊町町制施行 70周年記念誌作成業務 

（2）委 託 期 間 契約締結日から令和 6年 10月 31日まで 

 

3 業務内容 

 記念誌の構成案の作成、資料収集、原稿執筆、編集・デザイン、印刷製本等、記録誌作成

に必要な一切の業務を担う。 

（1） 企画及び構成 

記念誌の目的及び公民館報の内容を踏まえ、下記基本構成案を参考に構成を提案し、発

注者（町）と協議の上、決定する。決定した構成に基づき、親しみやすさや読みやすさを

考慮して、紙質等冊子の規格を提案し、決定する。 

〈基本構成案〉 

項目 主な内容 

表紙  

導入 町長あいさつ 

公民館報の説明、企画趣旨、町民証言  など 

年表 公民館報第１～126号の発刊時期（昭和 31～59年）の町の年表 

年表に付随した人口等の基礎データ など 

特集 公民館報の記事から複数のテーマを設定し、当時の様子や変遷を伝える。 

・テーマ別に公民館報の記事を抜粋、転載 

・テーマに関連した町民証言  など 

（テーマ例）「農業」「歴史」など 

その他 町の歩みを伝えるために必要なデータ、記事など 

 

（2） 取材、原稿執筆、写真撮影 

構成に基づき、発注者から提供された資料等を基に原稿を執筆する。原則として町民の

証言執筆に必要なヒアリングは町が実施することとし、町からは資料として、公民館報

（PDF データ）、町民ヒアリングのデータ（文字起こし、音声）、その他町政に係る基礎
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データを提供する。受注者は、執筆上の必要に応じて、追加の資料収集、取材、写真撮影

等を行う。 

 

（3）編集 

① 図表の作成 

 構成に基づき、わかりやすく内容を伝えるために必要な図表等を作成する。 

② デザイン 

 表紙及び本文全般にわたるデザインとレイアウトを行う。 

 多くの人にとって読みやすい誌面となるよう、分かりやすい表現や文字の種類、サイ

ズ、色使い等、ユニバーサルデザインに配慮する。 

③ 校正 

 校正は発注者が掲載に適すると認めた原稿であることを前提に概ね３回を基準とする。 

色校正は概ね２回を基準とする。 

 

(4) 印刷製本及び納品 

  仕様に基づき印刷製本し、発注者が指定する場所に納品する。 

冊子の内容を PDFデータにし納入する。 

 

(5) その他 

 ① 肖像権や著作権に係る必要な手続き 

 ② 打ち合わせや会議への出席 

 ③ 委託業務着手届（別記第 1号様式）、委託託業務完了届（別記第 2号様式）ほか町が

求める書面の提出 

 

4 成果物 

（1）納品物 

 ① 記念誌 

 ・部数：6,000部 

 ・判型：A4版 

 ・頁数：80ページ前後 

・刷色：フルカラー 

※ 構成に基づき、町民に親しみやすい冊子にするために効果的な紙質を提案すること。

判型や頁数、刷色についても、事業費の範囲内でより有効な仕様があれば提案し、発

注者と協議の上で決定すること。 

② 記念誌の PDF データ 

 ③ 図表等の電子データ 

 ④ 業務完了報告書（様式自由） 

 

(2) 納期 

 記念誌は令和 6年 10月 15日まで、その他の成果品は同月 31日までに納品すること。 
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(3) 納品先 

 大熊町役場生涯学習課 

 

5 その他 

・ 成果品の著作権は、発注者から委託金の支払いがあった時点で、受託者から発注者

に移転し、受注者は成果品に対する著作者人格権を行使しないものとする。 

・ 受託者は、業務の実施にあたり、個人情報を取り扱う場合は、「大熊町個人情報保護

法施行条例」（令和 5 年大熊町条例第 2 号）の本旨に従い、個人の権利利益を侵害

することのないよう適正に取り扱わなければならない。 

・ 受託者は、業務の実施にあたり、業務上得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の

ために利用してはならない。 

・ 受託者は本業務委託の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事

項が発生したときは、町と協議の上、決定するものとする。 
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別記第１号様式（仕様書３（５）関係） 

 

 

 

委託業務着手届 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

 大 熊 町 長 様 

 

 

                                      受託者 住所 

                       名称 

                       代表者           印 

 

 

 令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日付で着手しました

ので届け出ます。 

記 

１ 業 務 名   

 

２ 委託料の額  金          円 

         （うち消費税及び地方消費税の額       円） 

 

３ 委託期間  着  手  令和  年  月  日 

        履行期限  令和  年  月  日 
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別記第２号様式（仕様書３（５）関係） 

 

委託業務完了届 

 

令和  年  月  日  

 

大 熊 町 長 様 

 

 

                                        受託者 住所 

名称 

代表者         印 

 

 令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日完了しましたので、

届け出ます。 

記 

１ 業 務 名   

 

２ 委託料の額  金          円 

         （うち消費税及び地方消費税の額       円） 

 

３ 委託期間  着 手  令和  年  月  日 

        完 了  令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


